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中日韓における大気汚染対策の展開と現状

李 香 丹
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キーワー ド---大気汚染 環境法制度 中日韓

はじめに

大気汚染は､①工業化による工場や大規模な事業場等から排出される汚染､いわゆる固定発

生源､② 自動車や航空機等から排出される汚染､いわゆる移動汚染源に大別することができるO

これ らにより排出される大気汚簸物質 として､主に硫黄酸化物 (soxh 窒素酸化物 (No又)㌔

浮遊粒子状物質 (spMh 残留性有機汚染物質等があげられ る｡

このような大気汚汲物質の多 くは､経済成長 とともに発生することが多く､主 に化 石 燃 料 の

消費により硫黄酸化物質や窒素酸化物質が排出され､酸性雨等の越境大気汚漁 を もた ら してい

る｡周知のように酸性雨等 といった国境を越える環境問題は､欧米における越境酸性雨問題 を

通 して既に証明されたように､一国のみの汚染物質の排出や抑制によってその被害を軽減す る

には限界があり､関連するすべての国の取組や連携確保が不可欠であるo

こうした状況の下で､地理的に近い中日韓の 3カ国は大気汚熟問題を共通に抱えてお り､中

でも急速な経済成長を遂げている中国国内の大気汚染は深刻である｡中国は 1978年の改革開放

政策をタ-ニングポイン トに社会主義計画経済か ら社会主義市場経済- とシフ トし､30年あま

りの高度経済成長を遂げている｡他方で､このような急速な経済成長は､国内では貧富格差や
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深刻 な環境 汚染 を もた らしてお り､特 に工業化 とともに急速な都市化と都市の膨張によって､

交通 盛が増加 ､エネルギ-消費による大気汚鞄が深刻化 している｡国内一次エネルギ-の約 7

割 を 占めてい る石炭の燃焼により､国土面積の 3分の 豆が酸性雨に覆われ､二酸化硫黄の排出

量 は 1995年からアメリカを 抜 い て世界で最も二酸化硫黄排出象の多い国家 となっている｡さら

に､中国国内の着炭の燃焼から排出される 二酸化硫黄や窒素酸化物といった大気汚汲物 質 が 日

本や韓国にも影響を及ぼしていることが明らかになり､今後更なる経済発展を目指 している中

国による国境を超える環境問題に懸念の声が高まっているo

このような状況から､本稿では､3カ国の越境大気汚汲問題における環境政策を議論するに

当たって､それぞれ国家の大気汚染問題の社会的背景を踏まえた上で､環境政策の発展過程を

十分に認識する必要があることから､3カ国の環境法政策の発展過程について比較分析をす る

必要があると考える｡従って､まず､3カ国における大気汚染の歴史的展開と現状分析を行い､

次に､3カ国にお け る環境法制度の歴史的展開及び大気汚漁の取組について整理する｡さらに､

これらを踏まえた上で､3カ国が抱えている今後の課題について検討する｡

T .汁)]耳にお(Tる大気汚染の現状

卜 日木

(1)大気汚染の歴史的背景

日本は江戸時代から環境問題が意識 されはじめ王)､明治時代に入ると富国強兵や殖産興業政

策等により､足尾銅山､日立鉱山､別子銅山等の事件が起きた｡そして､昭和に入ると､政府

の石炭増産政策は､炭鉱地帯を中心に土地陥没等の被害をもたらし､環境問題は社会問題 とな

った2)o更に､第 2次世界大戦後､高度経済成長期に入ると､_r_業化 や都市化に伴い､様々な

公害問題､都市間題などの環境問題､そ して地球環境問題が引き起こされているO

田本の高度経済成長は 1955年半ばから 1973年までの問であるとよく言われているが､高度

経済成長期を支えたのは､主に①戦後､ 日本の産業構造は重化学工業を中心として推進 したこ

と､②1950年からの朝鮮戦争に伴 う特需は､日本にとって産業が戦前のレベルまで回復される

契機 となったこと等が考えられる3㌔ それに､国内の技術革新 再肖費革命 ･エネルギー革命に

より､1950年代後半から 1960年代における経済年率平均 10%の成昆率を達成 してお り､1956

年には ｢もはや戦後ではない｣ と経済白書において発表 された堵)｡

他方で､旦955年以降からエ ネルギー消費塵は 10年間で約 3倍まで拡大 し､経済成長 に伴 う

大農エネルギー消費は激甚な公害問題 を引き起こした5)｡ 日本のエネルギ-の自給率は僅 か

20%で､経済成長に伴 うエネルギー源は海外への依存を余儀なくされていることが考えられる｡

ただし､戦後当初において 1次エネルギ-は石炭であり､当時 日本国内での生産最は年間 5000

万 トンあり､自給率が 75%に達 した時もあった6)｡
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ところで､図 1で示 しているように､1955隼以降 石炭エ ネルギー急減 と同 時 に ､ 石油エ ネ

ルギ-供給が急増 しているO 急 速な経済成長に必要 とされ る大慶の石油は中 東 か ら低 廉かつ安

価な石油が大量に輸入 された7)｡このような 耳次エネルギーの転換は､主に 1955年以降か ら国

産石炭の価格競争力が失われる中で､中東で高硫黄含有の安価 な石油が大 量 に輸入 されたこと

が考えられる8)｡そのため､大気汚汲物質も従来の煤塵か ら硫黄酸化物- と 転 換 された9)｡石油

は臨海地域の大規模な石油コンビナ- トが建設 されたことにより大量に消 費 さ れ､その結果環

境汚染が全国的に顕在化 し､やがて激甚な公害問 題が引き起こされたo

図- 11̀11

エネルギー消費 が減少 し始めたのは､1973年 中東戦争による第 i次オイルショック以降か ら

であるO これを契機に日本は高度経済成長が低経済成長へ突入すると同時に､もとより全体エ

ネルギ-の約 7割を占めていた石油エネル ギーも減少 し始めたOその後､1979年に起きた第 2

次オイルショックにより著 しく減少 した｡2回にわたるオイルショックは､｢原油価格の高騰 と

石油供給断絶の不 安 ｣から､省エネル ギ- が推進されたOその結果､経済成長率が回復すると

ともに､エネル ギ ー 消費最もある程度抑制できた1号)｡ さらに､環境に負荷が少ないと言われて

いる天然ガスは 増 加 してお り､原子力や石炭の供給もほぼ横ばいで増加傾向にある｡

すなわち､急速な経済成長はエネルギ-が大量に消費され､それに伴い環境汚漁 も深刻にな

ったことが分かる｡また､高度経済成長期における大気汚鞄は石炭や石油等､いわゆる化石燃

料の燃焼によって激甚な公害問題をもたらした｡ただ し､戦後当初は､まだ経済規模が大きく

なかったため､環境問題は局部的であったのに対して､高度 経済成長に入ると大量のエネル ギ

-の消費により環境問題が顕在化 したとい う特徴がある｡

(2)大気汚染の現状

このように､高度経済成長期における大気汚鞄は化 石 燃料の燃焼により深刻化 していたが､

主に二酸化硫黄による大気汚鞄が深刻であったO二酸化硫黄は主に工場や発電所な どの固定汚
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汲源か ら大量に排出され､激甚な公害問題を引き起こしたが､1967年をピークとしてその平均

値が大幅に改善され､1970年代の後半には殆 どの測定局で環境基準に達成 している糊｡このよ

うな改善は､法制度の整備､地方 自治体の条例､総畳規制､省エネルギー対策の促進､排煙脱

硫装置等の統合的かつ総合的な汚鞄防止対策が有効的であったことが考えられ るO また,政府

による燃料規制や民間レベルの排煙脱硫装置の技術開発等が大きな役割を果た した刷｡

図------コ

出典 :｢環境省の昭和62､63年 度 及 び平成 2､3､5､6年度については抽出調査の結果であるC

平成 9､亀0､12､13､15､ま6年度は調査未実施 ｣

そ の結果､図-2で示 して しるように､ 高度経済成長期に顕在化 した二酸化硫黄の排出盛は

著 しく減少 されているOところで､窒素酸化物においては､1980年代の半ばか ら二酸化硫黄の

排出最を上回ってお り､ほぼ横ばいで増加傾向にあることが分かる｡その主な排出源として考

えられるのは､事業場等いわゆる固定汚汲源からの排出と自動車等いわゆる移動汚鞄源による

排出が考えられる｡前者において､排出基準の強化や指定地域における規制装置､脱硝装置の

設置の増加等により有効的に減少 した｡ しか し､後者においては､1970年代の 2匡=こわたるオ

イルショックにより､高度経済成長が低成長に入 り､人々の生活 レベルにも変化をもたらした

ことにより､大気指数が顕在化 した｡つま り､高度経済成長は人々の生活 レベルを向上させた

が ､公害問題から新たな環境問題である都市 ･生活型の大気汚漁が台頭 したのであるo中でも､

自動車台数が 1968年か ら i988年まで約 6,4倍 も増加す ることで糊､その大気汚数物質は窒素

酸化物に加 え浮遊粒子状物質 (SPM)による大気汚染が深刻である｡

要するに､高度経済成長期 の大気汚染において､工場や大規模な事業場等か ら､いわゆる固

定汚染源が多かったことか ら､汚馳物質の排出に対 して効果的な対策が講 じられた｡ところが､

自動車等いわゆる移動汚塾源になると､ 日常生活の中で使用 され ることが多 く､また規模が小

さいことに加えて負荷変動が大きいため､対策を講 じるのが難 しいとい った特徴があった遷5)｡
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(1) 大気汚染の歴史的背景

韓国は戦後､工業復興のために経済発展 を優先 し､環境問題を後回 していた.その背景には､

漫910年からの長期にわたる日本の植 民地か ら､第 2次世界大戦後 1948年に建国したとい う事

情がある｡その後､1950年から 豆953年 までの朝鮮戦争や 19鮒 年代の朴正樵 (当時の大統領)

の独裁により､豆980年代の民主主 義運動 を経てや っ と 1987年に自由選挙が行われる等の社会

的背景を有 している｡ そ の 過 程 で ､ 経済発展の優先政策が打ち出され､工業化政策が本格化す

るとともに環境問題 が 社 会 問 題 と な ったO工業化は 1960年代の軽工業中心か ら l那0年代に董

化学工業-と転換され明､経済成長率は 1960 年代半ばをピークに 10.6%に達 していた｡他方で､

経済成長はエネルギ-消費最が 1988年までの 間 に 7.5倍まで拡大され､公害問題が台頭 した｡

ところで､このような韓国の経済成長を支え て い る の は大慶の資源やエネルギ-であるが､

国内のエネルギ-の自給率は僅か 且8% しかない17)｡主要エネルギ-は 豆960年代の経済優先政

策の時点で､経済規模がまだ大きくなかったため､国内の石炭や水力等の資源で賄 うことがで

きたo Lか し､1970年代初期に ｢重化学工業化政策｣が打ち出され､鉄鋼や石油化学等の産業

が鼠 産育成産業として指定されるにつれ嘲､エネルギ-の消費も急増 した｡特に石炭は冬季の

暖房用のオン ドルに使われ全国硫黄酸化物排出最の6割を占めていた19)o

つまり､国内の高度経済成長を支えてきた石炭及び石油といった､いわゆる化石燃料のエネ

ルギーが殆 どなく､海外への依存を余儀なくされ､2001年の段階で､中東からの石油輸入率が

77%まで達 した20)｡そのため､日本 と同様に限られた資源を如何に効率的に利用するかが課題

である｡

具体 的 に エネルギ-構成をみると､まず､石炭は 1966年には 45,7%であったが､その後 1968

年 か ら 石 油が石炭を上回って主要エネルギー源 となった21)｡図-3で示 されているように､主

要エ ネルギー源である石油は ま980年代をピークに 1997年から 2007年にかけて 60.4%から

44.6%まで減少 している｡それは､2回にわたるオイルショック及び 1997年アジア通貨危機HMF)

の影響を受け､経済成長率が低 ドするにつれ､エネルギ-の消費も低下したことが考えられる｡

しか し､石油の比塵は他のエネルギーに比べて依然 として大きく､国内の大気汚数は石油の消

費によるものが大きいことが推測できる｡一方で､石炭や LNG は増加 してお り､石炭におい

ては､1960年から 1980年にかけて､主に工業や発電所､冬季のオン ドルに消費された｡その

後 1990年代以降から,ほぼ横ばいで増加傾向にあるが､国内の大規模な発電での消費が考えら

れる22)oLNGにおいては､1997年から2007年にかけて 8.2%から 14.7%までに増加 しているO

それは韓国政府が LNG をクリーンエネルギー (登璽肇孟) として推進 し､環境汚染が深刻な

大都市や工業団地等に使用を義務付けたことが考えられる｡
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図----3

出典 :緑園 2008年環境年鑑第21替23)により作成｡なお､1971年か ら 1996年までのデ-タは

勝原健 『東アジアの開発 と環境問題--1=ヨ本の地方都市の経験 と新たな挑戦』82頁を参照

すなわち､韓国は 1960年代の半ばから 1990年代半ばまで､30年余 りの高度経 済成長を遂げ

ているが､経済成長は重化学工業が推進され､大量のエネルギーが消費されると｢司時に､深刻

な環境問題を引き起 こしたO

(2)大気汚染の現状

韓国は 1960年代初期では経済観樺が大きくな か った た め ､比較的きれいな自然環境を持って

いたが､その後高度の産業化 と都市化により1970年代の後 半か ら環境汚染が深刻化していた｡

大気汚臭は､日本 と同様に､1960年代半ばか らの急速な経済成長は二酸化硫黄 に よる大気汚漁

が深刻であった｡1980年代前後にソウル､蔚山､プサン等の主要都市で年平均環境基準値 を超

過 し､--I-日平均濃度が環境基準値を越える目が 30%以上であった｡その結果､1977年 に大気汚

数による呼吸疾患者は 27%であったのに対 して､1983年には43% ま で増加 した24)｡

こ の よ う な 大気摘数は全体エネルギ-の約 7割を占める着 炭 及 び 石油､いわゆ る化石燃料の

消 費 に よ り 二 酸化硫黄が大量に排出されたことが考えられる｡ 化石燃料の消費は､①冬季の暖

房用のオン ドルに石炭が使われたこと､②1970年代から 1980年代にかけて､重油等汚汲物質

の排出藍が多い､かつ低級燃料を低価格で供給 し25)､その一方で､ガソリンや経緯上そ して LPG

等は高価格であったため､重油等の低級燃料が消費されたこと26)㌔③産業構造が董化学工業に

重点が置かれお り､自動車台数の急増により輸送部門を中心にエネルギー消費が伸びたこと､

等が考えられる27)｡その結果､1985年に蔚山の工業都市では､｢温山病｣ と呼ばれる公害被害

が発生 し､その病状はかつて日本の閤大公害の-つであるイタイイタイ病に類似すると言われ

たが､まだその原因は解明されていない状況である2艶)0

韓国政府は､このような二酸化硫黄による大気汚鞄を解決するために､198昔年 に燃料基準を
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強化し､また 1988年から71-歳や廃棄物等の固体燃料の 使 用 を制限 し､ソウル等首都圏地域 の住

宅等に対 して液化天然ガス 江NG)の使用を義務付けた29)｡ さらに､家庭用のオン ドルの熱源

転換 (低硫黄練炭の供給､ガス)規制が行われた30)｡その結果､図-4で示 されているように､

二酸化硫黄の排出量は 1990年代以降から著 しく減少 していることが分かる｡

図-431)

一方､窒素酸化物においては 1997年以降硫黄酸化物の排出量を上回 り､国内で最 も排出量が

多い｡それは､1970年代以降,墓工業化の育成､都市化現象の深刻化が加速 される中､国内の

大気汚染は 1980年代以降､マイカーブームによる自動車の台数急増や産業の高度化によって､

従来の汚漁に加えて多様な化学汚染物質の使用増加により､多様かつ複雑に拡大 された｡ 自動

車排ガスによる汚汲物質は､人口が密集 している地域及び都市道路周辺等に顕在化 され､健康

被害が他の汚染 物質より太きいとい う特徴を持っている｡

すなわち､韓 国 の 大 気汚免問題は､1960年代に工業化を推進 して以来､1970年代蛋化学工業

化の育成政策によ り社会問題 として認識 された｡1粥0年代までは二酸化硫黄による大気 汚 染 物

質が最も多かったが､政府の速やかな対処により旦990年以降からは著 しく改善 された0 - 万 ､

窒素酸化物においては､ほぼ横ばいで増加 してお り､現在 も抱えている課題である｡

3.中国

(1)大気汚染の歴史的背景

中国は戦後､数年の内戦を経て 1949年 に建国 し,ひ たす ら経済発展を優先 させ､環境保護意

識や環境汚鞄を解決するためのシステムはなかった32)01958年毛沢廉思想に基づいて社会主義

建設運動の ｢大躍進｣が行われたが､そこでは 15年か けてイギ リスに追いつけるといった無理

のある政策が掲げられ33)､環境問題が悪化 したことが考えられ る｡1960年代後半の文化大革命

ではさらに大量のエネルギ-や資源が浪費 され､太気汚染や生態環境が大きく破壊 されたO

すなわち､中国は建国当初から無理のある経済発展政策により､太量の資源やェネルギーが
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消 費され､自然資源 と生態平衡 が 著 しく破壊 されたことが考えられる｡それに､この頃の経済

優 先政策は､先進国が数百年にわたって段階的に行われた産業革命を､数 十年で実現 しようと

す るといった無理のある政策であったことが明らかであるQそのため､当 初の 生 態破壊や環境

汚免は､今なお回復できないところが数多くあるとされているo

(2)大気汚染の現状

建国以降中国における環境問題は深刻であったが､当初生産規模が大きくなかったことから､

環境汚鞄は局部的に留 ま った34)｡環境問題が社会問題 となったのは､1978年改革開放政策を実

施 して以来である｡同政 策は､中国を社会主義計画経済から社会主義市場経済- とシフ トさせ､

経済的 ･政治的に大 き な タ-ニンダポイン トである｡ その結果未曾有U)高い経済成長が遂げら

れ､｢世界工場｣と呼 ば れるほど輸出大国になってお り､2010年の GDPは 日本を越えて世界第

2になると予測 されてい る｡

他方で､急速な経済成 長 によ り太最のエネルギ-が消費され､国内の環境汚染は深刻化 して

いるo図-5から見ると､199且年代までエネルギーの消費最は生産量を 首ご回っていたが､1992

年以降か ら消費量が生産量を と回っている｡改革開放政策が実施 されて以来､経済規模が拡大

するにつれ､大量のエネルギーが必要 とされ､経済発展に対応す るためにエネルギ-を増産､

また海外輸入が考えられる35)0

図 5
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中国におけるエネルギ-の構成 は､全体エネルギ-源の約 7嘗摘ミ石 炭であり､その他 (石油､

天然ガス､水力)が合わせて 3割程度 しか占めない｡陛界の年平均構 成 エネルギ-は石炭 :石

油 :天然ガス :その他-28:37:23:12であるのに対 して､中国は石炭が占める比 重 が 圧倒的

大きく､その他のエネルギーが占める比塵は少ないといった特徴を持っている36)O っ ま り､ 高

度経済成長を支えてきたのは石炭であ り､現時点でのエネルギー構成から見ると､今後 の経 済
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発展 も石炭を中心に消費 されることが推測できる｡

しか し､周知のように石炭等の化石燃料の燃焼は､酸性雨を形成する硫黄酸化物や窒素酸化

物等が排出され､石炭依存のエネルギー消費構造の大きな問題は､深刻な大気汚染問題や酸性

雨問題を引き起こしていることであるn石炭は主に火力発電所､民生用等に消費 され､特に民

生用において､冬季中国東北部で硫黄分が高 く､質の悪い石炭を使用 しているため､冬は夏よ

り大気中の二酸化硫黄の濃度が高くなっている｡中国国家環境保護部が発表 した 『中国の環境

状況公報 2009』によると､｢全国都市部の空気質は全体的に良好であ り､2008年 よりある程度

向上 したが､都市部の汚奴は依然 として比較的深刻であるQまた､全国酸性雨地域は全体的に

は安定を維持 したが､酸性雨による汚染も依然 として深刻である｣37)とされている｡

図-6
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出典 :中国環境保護部 ･2009年環境状況公報により

図-6の主要大気汚汲物質排出量から見ると､二酸化硫黄の排出量は2006年をピ-夕に減少

しているものの､大幅な減少は見 られず､国内の主要大気汚染物質は相変わらず二酸化硫黄で

ある｡その原因の-つが前述 したようにエネルギ-構成 と特徴にある｡国内のエネルギ-の約

7割が石炭で構成 されているため､石炭の燃焼による二酸化硫黄の排出最がその総量の 9割以

上を占めているOそれに対処するため､中国政府は 1990年代半ばか ら二酸化硫黄の排出による

大気汚数に着 目し､対策が講 じられることによって 1990年代後半には減少効果が表れた｡しか

し､経済成長が続いた結果 2000年代前半から再び増加傾向をみせている38)｡このような現状か

ら第 10次 5カ年計画 (200ト2005)では､全国の二酸化硫黄の排出最を 1800万 トンまで抑制 し

ようとい う計画 目標 を立てたが､逆に 2549万 トンまでに増加 している｡

このような状況の下で､第 11次 5カ年計画 ほ0鵬-2010)では､｢拘束のある｣数値 目標が出

されてお り､火力発電所に脱硫装置を設置することを鼠 烏に､酸性雨 と二酸化硫黄による汚染

の防止 ･処理計画 を実施 し､国の二酸化硫黄の排出基準或いはその排出量基準を超える石炭火
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カ発電所は､必ず排煙 脱硫装置の設置を義務化するようにしている39)oその結果､2006年をピ

-タに減少 している｡ 一方､中国において酸性雨問題は､早急に解決 しなければならない環境

問題であり､環境政策の盛要課題の一つである｡そのため､中国政府は大気汚漁防止法に基づ

いて､酸性雨を抑制 し､大気汚染質を改善するた捌 三､1998年に酸性雨抑制地域 と二酸化硫黄

抑制地域 巨両控区｣と称す)が発足され､両地域での抑制 目標が掲げられた｡｢両控区｣は全

国和国士面積の u%､入口は 39%を占めているが､GDPは 67%をしめてお り､二酸化硫黄の

排出最は全体の 6割を占めている40㌔ つまり､中岡は経済成長 とともに都市化が進み､都市部

を中心に酸性雨問題が深刻化 していることが分かるo それに､急速な自動車台数の増加は､窒

素酸化物や浮遊粒子状物質等を大量に排出し､深刻 な 大気汚染をもたらしている｡

すなわち､中国における大気汚染は日本や韓国で段階的に現れたものが短期間に集中的に現

れ､早急な対応が必要とされている｡

Ⅱ 3カ国における未気汚染対策の取組

I..E]*

(り 日本における環境法制度

日本は立法や財政面において､中央政府が都遺府県や市町村の行政を調整するようになって

いるが､地方自治体は国より先駆的に条例を制定 し､環境政策や環境基準も園より厳 しいoま

た､｢産業界や中央政府に対 して政治的な圧力をかける銅 勺で､ガイ ドラインや指導等｣国の環

境政策にも多大な影響を与えてきた叫O戦後当初 日本は経済規模が大きくなかったため､環境

問題は局部的なレベルに留まり､地方 自治体の公害条例により規制された｡

呈950年代の半ばに経済が急速に発展 し､工業地帯から二酸化硫黄の排出による公害問題が表

面化 した｡ しか し､公害問題に対 して法的対応が十分行われずに経済成長を優先 させた結果 ､

｢確大公害｣ をもたらした｡1960年代に入って､各地で発生 した公害問題に被害住民の公害反

射運動や国民世論の高まりなどから､環境保全 と環境汚染の未然防止のための法制度の整備が

求められるようにな り､1967年に ｢公害対策基本法｣が制定された42)O同法では公害対策を統

合的 書計画的に推進させるために制定 してお り､典型 6公害 (大気汚敷､水質汚濁､騒音､振

動､地盤沈下と悪臭)について規定 している0

1970年代に入ると､東京都杉並区における光化学スモ ッグ事件やカ ドミウム汚馳米等の公害

問題から､第 64回臨時国会で ｢公害国会｣が開かれ､14の法律の制定と改正が行われた43)0

その後､1971年にはこれまで規定された公害関係の法律を総合的に推進 し､運用することにお

い て従来の行政組織では限界があ り､環境庁が総理府の外局として設置された｡

すなわち､1950年代から 1970年代にかけて日本の環境法制度は､あくまでも経済成長 と開

発の促進を国家の至上目的とし､環境問題は後回 しがちであったことから､激甚な四大公害を
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もたらしたことが考えられるo公害被害に対処するために､1967年の公 害対策基本法を皮切 り

に､従来の 6公害に土壌汚染が加われ､典型 7公賓が個別法として整備 され ､公害問題 も練磨

に ｢克服｣ されつつあった｡

ところで､1980年代以降､環境問題は従来の公害関越から､地球温暖化､生物多様性､酸性

雨等 といった地球規模の環境問題が台頭するようにな り､従来の環境法制度では対応できなく

なった｡そのため､1993年に環境保全を基本理念 とする環境基本法が制定され､1997年には環

境アセスメン ト (環境影響評価法)の制定や京都議定書が採択 されたOそ して､1998年には地

球温暖化対策の推進に関する法律 (温暖化対策推進法)が制定された｡さらに､2001年に環境

庁が環境省へと昇格 された｡

(2) 大気汚染防止法

1950年代の初期において石炭が主要エネルギー源であり､煤塵による大気汚染が問題 となっ

たが､1949年に東京都が工場公害防止条例の制定､企業等による自主的な集塵装置の導入等に

より減少 した44㌔ ところが､1950年代の半ばから急速な経済成長期に入る と､工業地帯から二

酸化硫黄の排出により､犠息等の呼吸器系患者が現れたにも関わらず､そ れ に 対処するための

法的対応が十分に行われなかった｡熊本の水俣病や四日市曝息などといった公 害が発生 してか

ら､公害被害を受けた住民運動などに押され､国による公害対策が前進 した45)｡国が制定 した

最初の大気汚数防止に関する法律である ｢ばい煙の排出規制などに関する法律｣が 1962年に制

定された｡ しかし､同法は汚染の著 しい地域を指定し､指定地域中での規制であったため､予

防的な効果 が期待できなかった｡

特 に二酸化硫 黄について､緩い排出基準と大規模なコンビナ- トの建設による重油消費の増

加は､既存 の規制では対応できなくなった463｡そのため､1968年に既存の ｢ばい煙の排出規制

などに関する法律｣が廃止されると同時に､大気環境を保全するための新たな ｢大気汚数防｣上

法｣が制定された｡同法は､｢大気に関して､国民の健康を保護するとともに､生活環境を保全

すること等を目的としている｣ 47㌔ また､同法では､ばい煙の排出規制において､一般排出基

翠,特別排出基準､上乗せ排 出基準､そして総量規制基準が定められた0

1970年の ｢公害国会｣にお ける法律の改正を契機に､大気汚汲防止法が太幅に改正 され､都

道府県による上乗せ規制､遠反する場合の直罰等の規制が設けられた｡1972年には､｢大気汚

馳防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律｣が制定され､無過失賠償責任制度が導入

された48)｡そ して､1974年には､大気汚染防止法が改正され､硫黄酸化物に関す る総量規制方

式が導入 され､1981年には､窒素酸化物に関する総畳規制が導入されたoその結果､硫黄酸化

物においては､大幅な減少が見られたが､窒素酸化物においては､自動車台数の急増等､いわ

ゆる移動汚染源の増加により､単体規制や燃料規制を中心に実施された｡
1992年には特定地域での自動車による窒素酸化物の排出に対処するための法律 として､｢自

動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量削減等に関する特別装置法 (自動車
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NOx法)｣が制 定 され た｡ 同法 は ､ 自動 車この走行 慶等の増加等によ り多 くの地域で NOxの環

ら自動車 NOx法に よる規 制 は効 果 が 上がらなかった｡そのため､200昔年に ｢自動車か ら排 出

され る窒素酸化物 (No又)及 び粒子状物質 津M)a)特定地域における総量削減等に関す る特

別措置法 (自動 寮NOx8PM抜目が制定された｡また､2004年の大気汚数防止法の改正では､

浮遊粒 子状物質 (SPM)及び揮発性有機化合物 (voc)等に関する規制も新たに加 えられた｡

すなわち､高度経済成長期に発生 した四大公害は､国の立法措置や地方 自治体の条例の制定

により∴ 二酸化硫黄による大気汚塾は著 しく改善されたが､1970年代以降になると､人々の生

活 レベルのUl-ij二は､都市 ･生活型の公害が台頭 し､指数源が多様かつ複雑に現れたOつまり､

大気汚牡は固定汚敷源から移動汚汲漁へ と転換することにより､小 規模かつ不特定指数源であ

るため､既存の法制度が機能 しなくな り､新たなシステムの転換 が 求められた｡

二.卓射司

(1)環境法の展開

韓国は 1962年に ｢第 1次経済開発 5カ年計画jが打ち出され､工業化 が 推 進 され た ｡ 翌 年 日

本等の先進国における公害の先例に鑑み､比較的早い段階か ら環境問題に関す る法律 とし て ､

公害防止法が制定 された｡ 同法は韓国における巌初の法律である｡他方で､工業化により工場

の排水や排煙等による公害問題が発生 したが､国民にとって最大の課題は環境汚免 より先業や

貧困から脱出することであった49)0

1960年代の経済優先政策は､重化学工業化が推進 され､1970年代には更に経済が発展すると

ともに∴工業化･都市化が進んだ｡帯に都市化率において､1960年の 28%か ら 1970年には40.6%

まで増加することで､新たな環境汚染が浮上 しつつあった50)｡すなわち､このような新たな環

境汚染問題において､従来の公害防 止_法は対応 しきれなかったことが推測 される｡ そ の ため､

膵71年に公害防止法が大幅に改正 され､その後 1977年に新たな環境保全法が制定 さ れると同

時に旧公害防直法が廃 邑王二された｡同法では､環境基準の設定､環境アセスメン ト､環境汚 漁 防

止費用の負担金制度等が導入された5uo

1980年末から相次いで環境汚姓事故が生 じ､国民 と企業の環境保全に対する保護意識が向上

す ることにより､1980年に環境庁が設置され､その後 1994年に環境部へ と昇格 された52)02000

年に入って､環境部が直轄する法律は合計46まで拡大 されたo

(2)大気環境保全法

前述 したように､韓国は 1960年代から大気汚漁等の環境汚染問題が生 じ､公害問題に関す る

最初の法律 として 1962年に ｢公害防げ二法｣が制定された｡大気環境保全法は 1990年に制定さ

れて以来､数回にわたって改正され､最初は7牽 醐 条と附則であったのに対して､2009年の

改正では 7章 94条 と附則 で 構 成 さ れ て い る o
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同法は ｢大気汚免 に よる国民の健康や環境 巨の危害を予防 し､太気環境において持続的かつ

適正に管理 中保全 し ､ すべての国民が健康で､快適な環境で生活することができるようにする

ことを目的 とする｣ 53)としている (第 1条)｡同法では固定汚染源､日常生活による汚凱 移動

汚汲源の 3つの分野を中心に取 り上げることができる｡

まず､｢事業場などの大気汚駄物質排出規制｣(固定汚染源)において､｢排出許容基準｣(第

号6条)には大気 汚染物質排出施設からの大気汚染物質排出基準は環境部が規定する 日項)｡環

境部は､環境政策基本法第 22条により､特別対策地域内において大気汚数防止のために必要で

あると認定 した時に､その地域で設置された排出施設に対 して 1項U)基準より厳 しい排出基準

を設定することができる (5項)｡また､｢大気汚染状態が環境基準を超過することによって､

住民の健康 書財産および動植物の生存に深刻な危害をもたらす恐れがあると認定する区域また

特別対策地域において､事業場が密集 している区域の場合､その区域で排出される汚染物質を

練畳に規制することができる｣ といった総量規制制度が導Å されている (第 22条)oそ して､

｢排出許容基準｣､｢改善命令 ｣､｢排出賢武課金｣などの措置もとることが可能である｡ (第 16､

33､Ss条)

次いで､｢生活環境 仁の大 気 汚汲物質排出規制｣(日常生活による汚染)においては､ 日常生

活に関わる燃料用酒類及び そ の 他の燃料の硫黄含有基準､燃料の製造 と使用等の規制､飛散塵

の規制､揮発性化合物 (voc)の規制､既 存 の VOC排出施設に対す る規制などを規定 してい

ら (第 41条～45条)｡

最後に､｢自動車 ･船舶等の排出ガス規 制 ｣ (移 動 汚 染 源 )において､自動車を製造する際に

環境部令で規定する許容基準 (第 46条 )､ 自 動 車 排 ガ ス に 対する運行車排出許容基準 (第 57

餐)､運行奥の随時点検､排出ガス定期検 査 な い し精 密 検 査 ､ 改善命令 (第 61､62､63､To条)

などの規定を設けている｡

3.中国

(1)環境法の展開

中国は豆949年建国以降､経済開発による環境汚染が顕在化 したが､大躍進や文化大革命

により､環境保護意識はなかった｡環境保護意識をもちは じめたのは､1972年スウェ-デ

ンで開かれた国連環境会議 (以下 ｢ス トックホルム宣言｣ と称す)であ り､これを契機 に

環境保護を国家の重要な課題 として取 り上げるようになった54㌔

1973年の第 1回環境保護会議は国家計画委員会を中心に開催 され､環境-の取組､すな

わち具体的な環境政策が形成 され始めた｡環境問題を本格的に取 り上げたのは､1978年に

改定された憲法第 26条であるo同条では ｢国家は生活環境 と生態環境を保護及び改善 し､

汚簸及びその他の公害を防止 ･処理する (原文 :国家保折都改善生活杯境,防治汚敏和基

地公害)｣と明確に規定 した55㌔ すなわち､憲法で環境 問題が規定されたのは､環境問題が
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さ ら に 深刻になったことや経済成長による環境問題への必要性を中央政府が認識 したこと

等 が 考 え られる56)｡且979年には近代化の経済建設の保障措置針 ---環 として ｢環境保護法 く試

行 法 ) ｣ が 制 定された57)｡同法は､あくまでも経済発展優先主義の前に所期の機能を果たす

に至 ら な か っ たと思われるOそ して､i983年に急速な経済成長による環境汚免の表面化や

外 国 で生 じた環境問題の経験に鑑み､第 2回環境保護会議は国務院の主導で開催 され､環

境保護を国家の基本政策 として明確化 した｡同会議の大きな意義 として挙げ られるのは､

①第 1回会議は国家計画委員会が主催したのに対して国務院が主催 したこと､②中央政府

の環境保護意識-の向 ヒ､③経済発展の中で環境保護も同時に行 うこと等がある58㌔

その後翌年 19銅 年に国家環境保護局が設立されると同時に､海洋環境保護法 (隻982)､

水質汚濁防止法 日984上 大気汚染防止法(1987)等の各種の環境汚鞄防止に関する法律 も

整備 されてきたO環境保護法 ｢(試行法)｣の制定から IO年後の 1989年に ｢環境保護法｣

が本格的に施行すると同時に試行法が廃止された｡

すなわち､中国における環境法制度は1970年代から取 り組み始め､数回にわたる環境保

護会議､1989年に施行 された環境保護法を皮切 りに､徐々に環境政策体系が形成 されてき

た01990年代に入って､国際社会において環境と開発に関する国連会読 (地球サ ミッ ト)

等の国際会議に積極的に参加 し､多数の国際環境条約を締結するとともに､国内において

森林法､着炭法､葦原法等の単行法が政府と制定されたO呈998年 には国家環境保護露毒が国

務院直属機構 として同家環境保護総局に､さらに2008年に環境保護 部に昇格 された｡

(2)大気汚染防止法

大気汚汲防止法は 1987年に最初に制定 され､1995年第 8期 全国人 民代表 大 会常務委員 会 15

回会議で一部改正されてお り､現行の大気汚染防止法は､2000年 9月 か ら施行 され､第 芝草-

第 7章の 66条で構成 されているO同法は､｢大気汚熟を防止 ｡処理 し､生活環境 と生態環境を

保護 ･改善 し､人体健康を保障 し､経済と社会の持続可能な発展を促進するため､本法を制定

するj(第 葺粂)59)ことを目的とするO

これは､憲法第 26条､環境保護法第 1条の 目標に基づいて､具体化 されたものである0第

17条には､太気指数を防止する鼠 藍都市の指定制度が導入 さ れ ､ 鼠 産 都 市 では､大気環境基準

を達成 していない場合において国務院或いは国務院の環境行政部門が 定 め る期限に従い､期限

内に基準を達成するように､｢期限付基準達成企画｣を策定 しなければならない と規定している

60)｡また､固定汚染発生源 と移動汚染発生源による大気汚汲規制制度を設け､｢石炭燃焼による

大気汚鞄の防止 ,処理｣(防治燃煤予:生的大雪汚数)､｢自動車 ･船舶による汚染の防止 や処理｣

(防治机功李船排放汚吸う とそれぞれ分けて規定 している｡

まず､固定汚漁発生源に関 しては､太気指数防lヒ法第 3章で具体的に規定 している｡たとえ

ば､着炭の燃焼による大気汚汲 物 質を減少 させるために､高い硫黄分や灰分 (燃料油 や ) の炭

鉱において､燃焼用の石炭の洗 鉱 加 工 を 行 う ことを規定 し､そのために石炭洗鉱施設を建設 し､
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石炭に含まれる硫黄分､灰分を基準内に抑えなければならないとしている (第 24条)､都市部

におけるエネルギーの構造を改善 し､クリーンエネルギ-の生産 と使用を普及 させ る 宅第 25

条)､新規 や拡張の火力発電 と中小企業において､脱硫装置 と集塵装置を必ず設置す るように (第

30条)､と規定 している.-

移動汚数発生源に関しては大気汚染防止法第 4章で具体的に規定 している｡ 由動車や船舶な

どによる大気汚鞄を減少 させるために､｢自動車 ･船舶による大気汚免物質は､規定された排出

基準を超過してはならない｡あらゆる単位および個人は､規定された排出基準を超過する由敷

革や船舶の製造､販売または輸入 してはならない｣(第 32条工 自動車排ガス基準に適合 しない

のは走行を禁且ヒする (第 33条)､国家はクリーンエネルギ-消費使用の自動車 と船舶の生産を

奨励する (第銅 粂)と規定 している｡ また､現行の大気汚汲防止法では､汚汲物質の排出許可

証制度や重点地域における総量規制などの ｢具体化｣が図られ､法律に達反 した際､直接規制

や経済的規制等の環境政策が導入 されている｡

Ⅲ 今後の課題

これまで述べてきたように､中日韓において環境問題が経済成長とのかかわ りの中で､大気

汚染の現状を踏まえて､どのように環境法制度が発展 してきたのか､特に大気汚免に関する現

行法はどのようなものかについてそれぞれの国家について概説 してきたOこれ らを主に共通点､

相違点､そ して今後の課題の3点にまとめると次のように整理することができる.

i. 3カ国における共通点

第 1に､産業構造は重化学工業に鼠烏が置かれてお り､急速な経済成長はエネルギー消費最

が拡大されると同時に環境問題が社会問題 として表面化 した｡重化学工業の推進は生産過程に

おける地域環境や人々の健康被害-の影響について殆 ど考慮 きれなかったことが分かる｡第 2

に､環境問題は､最初経済規模が大きくなかったため局部的に留まったが､その後高度経済成

長に入ると､金岡的に被害が顕在化 したことが分かる｡工業化 ･都市化が進み､とりわけ都 市

部を中心に大気汚染が深刻化 したことが分かるO第 3に､石炭及び石油等いわゆる化石燃料の

消費により､越境酸性雨を形成する二酸化硫黄や窒素酸化物が主な原因物質であることが分か

った｡それに対処するために､発展段階で法制度 と行政組織の整備が行われている｡

2. 3カ国における相違点

第 豆に､日本においては､高度経済成長期における公害問題は地域的に課題 とされている地

方 自治体が主体 となって因より先駆的に条例が制定され､被害を受けた住民らの公害反対運動

等に押され行政組織が整備するとともに､環境政策が展開 してきた｡それに対 して韓国は､中
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東政府が公害防止.法を制定 し､被害者運動を反政府運動 として扱い､当初経済成長を至上の目

的であったため､環境保護意識はあま りなかった｡そ して中国においては､急速な経済成長と

ともに環境問題が多様､かつ複雑に現れ､中央政府による環境政策が展開されている｡しか し､

多 くの地方政府はあくまでも地方の経済発展を阻害 しない限 りで環境問題に取 り組んでお り､

被害を受けている住民たちU,)環境保護意識のまだ低いといったことが現状である｡

第 2に､日本において､公害問題を ｢克服｣ した後∴快適な暮 らしを追求 し､それに伴い現

れた生活型 さ都市型の環境問題や地球温暖化等地球規模の環境問題が段階的に現れ､それに対

処す るための様々な施策が講 じられている｡韓国において､高度経済成長期に深刻であった二

酸化硫黄による大気汚漁は有効的に削減 しているが､都市型 ｡生活型や地球規模の環境問題等

がほぼ同時に現れてお り､早急な施策が求められているOそ して､中国においては､ ロ本のよ

うな先進国で段階的に現れた環境問題が短期的かつ集中的に現れ､早急の対策が求められる｡

すなわち､ 日本や韓国で成功 した二酸化硫黄による大気汚染対策は､中岡で国内の実情に即 し

て取 り組むことができるO

3. 今後の課題

まず､経済は大慶のエネルギ-が消費され､環境汚漁をもた ら し て お り ､ 経 済 書 エネルギー ｡

環境を統合 した､調和のとれたメカニズムを構築することが共 通 の 課 題 で あ る ｡ [喜本や韓国に

おいて､国内エネルギ- 自給率が低 く､海外-の依存を余儀なくされ ､ 国 内 U M 限 られた資源を

如何に有効に利用す るかが課題 とな り､省エネルギ-技術が進展 して き た ｡一方､中間におい

てほ国内のエネルギーは石炭に過度に依存 してお り､ 日本や韓国の経験を活か して中同国内に

適 した制度の導入が不可欠であるoそれに､エネルギー消費に伴って発生する諸環境問題は､

経済発展や環境技術等だけでなく､国際関係等にも関わる複合的な環境問題でもあ り､環境協

力等の国際的敵組が不可欠である｡

次に､ 日本や韓国において､ 二酸化硫黄による大気汚染問題が解決できたとは言え､窒素酸

化物やその他の大気汚染物質の排 出 に 対 しては､まだ大幅な改善はなく､大気汚敦は依然 とし

て現在を抱えている課題であるo 地理的､経済的等に非常に密接に関わっている 3カ国におい

て､今後更なる国際協力が求められる｡

終わりに

近年､地球温暖化､酸性雨､生物多様性等 といった地球規模の環境問題の出現により､

環境問題は一国内対策のみでは解決できず､それ と併せて国際的な教組､すなわち環境条

約や協定等による関連するすべて国家の敵組の連携､また国際環境協力の推進等の展開が

不可欠であるOただ し､これ らを実現 させるのは国家 レベルのみならず､国内の法整備状
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挽､民間 レベルや NGO等 の 国 際活動における取組 も欠かせない叫｡ とくに､酸性雨等 と

いった越境大気汚汲問題にお いて､それに対処す るための国際的取組が､国内政策 と連携

をとりつつ行われ る必要がある｡環境問題は､既に人類社会における持続可能な発展を妨

げる問題の一つ となってお り､取 り急ぎ解決 しなければならない課題 となっているo
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